
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

三

九

一

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
九
一
号

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
指
名
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
指
名
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
四
に
つ
い
て

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
資
格
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
一

項
に
お
い
て
、
「
識
見
の
高
い
、
法
律
の
素
養
の
あ
る
年
齢
四
十
年
以
上
の
者
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
指
名
し
又
は
任
命
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

「
司
法
試
験
」
に
つ
い
て
は
、
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
裁
判

官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
国
家
試
験
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
法
曹
資
格
」
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
及
び
弁
護
士
と
な
る
資
格
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
、
六
及
び
七
に
つ
い
て

過
去
十
年
間
に
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
者
で
、
司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
な
い
も
の
又
は
司
法
試
験
に
合

一



格
し
て
い
て
も
司
法
修
習
を
終
了
し
て
い
な
い
も
の
は
六
人
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
主
な
前
職
は
、
京
都
大
学
教
授
、
特

命
全
権
大
使
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
駐
箚
）
、
内
閣
法
制
局
長
官
、
東
北
大
学
教
授
、
労
働
省
女
性
局
長
及
び
外
務
事
務
次
官

で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

「
天
下
り
」
と
は
、
一
般
的
に
は
、
各
府
省
で
退
職
後
の
幹
部
職
員
を
企
業
、
団
体
等
に
再
就
職
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
も

の
と
考
え
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
指
名
又
は
任
命
に
当
た
っ
て
は
、
裁
判
所
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
資
格
を
満

た
し
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
選
考
し
て
お
り
、「「
最
高
裁
裁
判
官
」
の
身
分
が
行
政
官
の
天
下
り

先
と
な
っ
て
い
る
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
」
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

九
に
つ
い
て

過
去
十
年
間
に
高
等
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
者
で
、
司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
な
い
も
の
又

は
司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
て
も
司
法
修
習
を
終
了
し
て
い
な
い
も
の
は
い
な
い
。

二


